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地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程 新旧対照表（案） 

 

新 旧 改正理由等 

（予算執行の専決） 

第16条 （略） 

２ 前項各号に掲げる者が事故等のため職務を行う

ことができないときは、あらかじめ理事長が指定し

た職員がその事務を代決する。 

 

（金銭及び有価証券の定義） 

第19条 （略） 

２ この規程において「有価証券」とは、国債、地方

債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払に

ついて政府が保証する債券をいう。）その他地独法

施行規則第５条で定める有価証券をいう。 

 

（収納等の事務の専決） 

第23条 （略） 

２ 前項に掲げる者が事故等のため職務を行うこと

ができないときは、あらかじめ理事長が指定した職

員がその事務を代決する。 

 

（固定資産の価額） 

第35条（略） 

(1)～(3) （略） 

(4) 地方公共団体から現物出資を受けるもの 地

独法第６条第５項の規定により地方公共団体が

（予算執行の専決） 

第16条 （略） 

（新設） 

 

 

 

（金銭及び有価証券の定義） 

第19条 （略） 

２ この規程において「有価証券」とは、国債、地方

債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払に

ついて政府が保証する債券をいう。）その他地独法施

行規則第２条で定める有価証券をいう。 

 

（収納等の事務の専決） 

第23条 （略） 

（新設） 

 

 

 

（固定資産の価額） 

第35条  

(1)～(3) （略） 

 (4) 地方公共団体から現物出資を受けるもの 地

独法第６条第４項の規定により地方公共団体が

 

・予算執行の専決権者

が職務を行うことが

できないときの代決

について、規定を追加

する。 

 

 

 

・条ずれの修正 

 

 

 

 

・収納等事務の専決権

者が職務を行うこと

ができないときの代

決について、規定を追

加する。 

 

 

 

 

・条ずれの修正 

第50号議案 
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新 旧 改正理由等 

評価した価額 

２ （略） 

 

（資本の区分） 

第43条 （略） 

２ 資本金は、地独法第６条に規定する地方公共団体

出資金並びに同法第66条の２及び第87条に規定す

る設立団体出資金とする。 

３・４ （略） 

 

（セグメント情報の開示） 

第55条 地方独立行政法人会計基準第41に定めるセ

グメント情報のうち収益及び費用に関する事項の

開示については、第５条に規定する経理単位の区分

により行うものとし、記載する金額は、本部に係る

収益及び費用のうち病院の収益及び費用として直

接関わる額を病院に配分した後の金額とする。 

２・３ （略）  

 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

評価した価額 

２ （略） 

 

（資本の区分） 

第43条 （略） 

２ 資本金は、地独法第６条に規定する地方公共団体

出資金並びに同法第67条及び第87条に規定する設立

団体出資金とする。 

３・４ （略） 

 

（セグメント情報の開示） 

第55条 地方独立行政法人会計基準第40に定めるセグ

メント情報のうち収益及び費用に関する事項の開示

については、第５条に規定する経理単位の区分によ

り行うものとし、記載する金額は、本部に係る収益

及び費用のうち病院の収益及び費用として直接関わ

る額を病院に配分した後の金額とする。 

２・３ （略）  

 

 

 

 

 

 

 

・条ずれの修正 

 

 

 

 

・条ずれの修正 

 


